
はりまや町一宮線（はりまや工区）まちづくり協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 都市計画道路はりまや町一宮線はりまや工区の果たすべき役割や、新堀川の

水辺を活かしたまちづくりについて検討を行い、工事を中断している区間（電車通

りからはりまや橋小学校北側交差点まで）の整備のあり方を県へ提言するため、は

りまや町一宮線（はりまや工区）まちづくり協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、協議するものとする。 

（１）交通の状況やまちづくりの面からみた工事中断区間の道路整備の方向性 

（２）新堀川に生息する希少動植物等の保全及び水辺の活用 

（３）新堀川周辺の史跡等の保全及び活用 

（４）その他、前条の目的を達するために必要な事項に関すること 

 

（組 織） 

第３条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから土木部長が選任する。 

（１）地域を代表する者 

（２）地域の環境保護活動に取り組む者 

（３）第１条の目的を達するために必要な学識経験を有する者 

（４）行政関係者 

（５）その他、土木部長が必要と認める者 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は、選任の日から選任の日の属する年度の３月31日までとする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は第３条第３号の者のうちから土木部長が選任し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 



 

（協議会） 

第６条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

 

（委員以外の出席等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者を出席させ、意

見を聴き、又は説明を求めることができる。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、高知県土木部都市計画課に置く。 

 

（雑 則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮り定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29年６月 20日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる協

議会は、土木部長が招集する。 
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